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ご存知ですか？ 
 
 
 
 
 

民生児童委員 
主任児童委員 
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地域の見守りや相談支援、地域福祉活動など 
を行っています。 

あなたの身近な 

相談相手 

  
貸付種類 対象経費 貸付限度額 

教育支援費 

 
 
修学に必要な経費 
 授業料、参考書、 

学用品、 
 交通費(通学定期)、賃貸アパート

家賃など （食費、光熱費等は 
原則として貸付対象外） 

高等学校(専修学校高等課程含む） 
 月額 35,000 円以内 
高等専門学校 
 月額 60,000 円以内 
短期大学(専門職短期大学及び 
専修学校専門課程含む) 
 月額 60,000 円以内 
大学(専門職大学含む) 
 月額 65,000 円以内 
※特に必要と認められる場合、 

上限額の 1.5 倍まで貸付可 

就学支度費 
入学に際し必要な経費 
 入学金、制服、教科書等の 
 入学時に学校に納入する経費 

500,000 円以内 

 ※ 母子・父子・寡婦福祉資金、日本学生支援機構奨学金(給付型・貸与型第 1種)、 

   日本政策金融公庫、その他金融機関等からの貸付が利用できる場合は、その貸付が

優先となります。 

 ※ 貸付利子は無利子。 

※ 就学する方が借受人、世帯の生計中心者が連帯借受人となります。 

 ※ 資金の交付方法は「教育支援費」は６ケ月ごとに分割して交付（分割交付 

の前に必ず在学証明書を提出）「就学支度費」は一括交付。 
 

■ 申込・問い合わせ 

   本宮市社会福祉協議会（本宮市本宮字千代田６０－１ えぽか２階） 

     ☎ ３３－２００６  Fax ３３－５２６０ 
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